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１．はじめに

本基調報告は、点検から補修と範囲が広いため、対象

構造物を直轄の橋梁に限定したうえで、特にコンクリー

トの劣化機構に着目して述べることとします

また、点検から補修設計までの項目は、点検、修繕計

画、対策対象橋梁の抽出、対象橋梁の踏査、調査、劣化

機構、劣化診断、劣化予測、補修対策の検討、補修材料

の選定、補修工法、施工方法などですが、今抱えている

課題に関連する技術とその解決の糸口を中心に述べます

そのため、説明不足の部分も多々あると思いますが、

ご了解ください
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■ 道路の構造の原則 道路法第２９条
道路の構造は、該当道路の存在する地域の地形、地質、気象、その他の状況
及び当該道路の交通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全なものであると
ともに、安全かつ円滑な交通を確保することが出来るものでなければならな

い

２．道路法に見る道路管理の義務

■ 道路法の規定： 道路管理者の義務
道路管理者は、道路構造が安全で円滑な交通が確保されうるものであるこ

と、それらを常時良好な状態に保ち、交通に支障を与えないように努めるこ
とが、道路法によって義務付けられている

■ 道路の構造の基準 道路法第３０条 ３項
橋その他政令で定める工作物の新設または改築に当たっては、必要な構造計
算または試験によってその構造が安全であることを確かめなければならない

■ 道路の維持または修繕 道路法第４２条

道路管理者は、道路を常時良好な状態を保つように維持し、もって一般交通

に支障を及ぼさないように努めなければならない

※ 予算が厳しい状況下でも、道路管理の義務は守らなければならない
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→ 損 傷 区 分 （ a,b,c,d,e の ５ 段階 ）

H16定期点検要領

主に Ｍ の対策 →

３．点検から対策までの流れ

← 主に Cの対策
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■ 定期点検における対策区分の判定

構造上の部材区分、部位ごと、損傷種類構造上の部材区分、部位ごと、損傷種類ごとごとに対策区分の判定を行なうに対策区分の判定を行なう

判定

区分
判定の内容判定の内容

Ａ 損傷が認められないか、軽微で補修を行なう必要がない損傷が認められないか、軽微で補修を行なう必要がない

Ｂ 状況に応じて補修を行なう必要がある状況に応じて補修を行なう必要がある

Ｃ 速やかに補修を行なう必要がある速やかに補修を行なう必要がある

Ｅ1 橋梁構造の安全性の面から、緊急対応の必要がある橋梁構造の安全性の面から、緊急対応の必要がある

Ｅ2 その他、緊急対応の必要があるその他、緊急対応の必要がある （第三者被害など）（第三者被害など）

Ｍ 維持工事で対応する必要がある（土砂詰まりなど）維持工事で対応する必要がある（土砂詰まりなど）

Ｓ 詳細調査の必要がある（アル骨反応など原因特定要す）詳細調査の必要がある（アル骨反応など原因特定要す）

H16 定期点検要領
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■ 対策区分の流れ

対策区分の基本的な流れ

H16 定期点検要領

8

（１）近接目視が原則であり、点検費用がかかる

・新技術導入の可能性を検討する

新ひび割れ計測システム、３次元レーザースキャナ、

赤外線サーモグラフィ などの活用を検討

（２）関係機関協議に時間がかかる

・跨線橋などは、協議年度と点検年度を変えては

（３）足場設置撤去が橋梁に損傷を与えていないか

・点検毎に撤去せずステンレス製の吊足場用の取付

金具、若しくはメスねじを予め設置しておいては

・アンカーを用いないＰＣ桁吊り足場の検討

４．橋梁点検における課題
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（４）Ｓ判定を安易に出し過ぎると無駄な調査が増える

・高度な知識と判断力で対策区分を決定する

（５）点検は近接目視だけで品質試験を行わない

・詳細調査で材料試験を行う際に再度足場や高所作

業車が必要となる

・近接目視で疑わしい劣化機構が推察できれば、

品質試験を行えないか

→ 高度な知識、判断力が必要となる

橋梁点検における課題 （続き）
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■ 点検の課題 参考資料 点検手法

はしご点検 高所作業車

ボート点検 橋梁点検車

※ 近接目視が原則であり費用がかかるものもある
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■ 課題の課題 参考資料 近年の点検技術

移動式足場

アンカーを用いないＰＣ桁吊り足場

軌陸車 ロープアクセス

 

 

赤外線サーモグラフィを用いた点検

※ 試行的に近接点検、調査を減数でき

ないか実施中。近年実績も増えている。
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劣化機構と情報の入手劣化機構と情報の入手

（調査方法の選定）（調査方法の選定）

点 検

調 査

劣化機構の推定
劣化予測

性能の評価
対策の要否判定

対策の検討・設計

各劣化機構を判定し、それぞれ各劣化機構を判定し、それぞれ
の劣化予測を行うの劣化予測を行う

日常点検、定期点検、特定点検日常点検、定期点検、特定点検

現在の性能を評価し、対策の要現在の性能を評価し、対策の要
否判定を行う否判定を行う

対策工法を検討し決定した工法対策工法を検討し決定した工法
の設計を行うの設計を行う

→→ 工事発注工事発注

←← 対象橋梁の抽出（長寿命化修繕計画）対象橋梁の抽出（長寿命化修繕計画）

５．補修設計の概要

補
修
設
計
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道路橋マネジメントの手引き 平成１６年８月 （財）海洋架橋・橋梁調査会 より

６．劣化機構について

14

劣化機構 劣化要因

中性化 二酸化炭素

塩 害 塩化物イオン

凍 害 凍結融解作用

化学的侵食 酸性物質、硫酸イオン

アルカリ骨材反応 反応性骨材

床版の疲労 大型車通行量（床版諸元）

はり部材の疲労 繰返し荷重

すり減り 摩 耗

2007コンクリート標準示方書 [維持管理編] 土木学会 より

■ 土木学会は２００７年に劣化機構を２項目増やし
８項目にしている
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■ 劣化機構を進行させる環境因子

中性化の影響因子

橋梁コンクリート部材の点検・補修設計・施工の手引き（案）平成２４年３月より 16 橋梁コンクリート部材の点検・補修設計・施工の手引き（案）平成２４年３月より

■ 劣化機構を進行させる環境因子

塩害の影響因子
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■ 環境条件・使用条件による劣化機構の推定

外的要因 推定される劣化機構

地域区分 塩害地域 塩害

寒冷地域 凍害、塩害

温泉地域 化学的侵食

環境条件およ
び使用条件

乾湿繰返し アルカリシリカ反応、塩害、凍害

凍結防止剤使用 塩害、アルカリシリカ反応

繰返し荷重 疲労、すり減り

二酸化炭素 中性化

酸性水 化学的侵食

流水,車両など すり減り

２００７制定 コンクリート標準示方書【維持管理編】 より 18

■ コンクリートの劣化機構と発生要因・劣化指標

劣化機構 劣化要因 劣化指標例

中性化 二酸化炭素 中性化深さ、鋼材腐食量
腐食ひび割れ

塩 害 塩化物イオン 塩化物イオン濃度、鋼材腐食量、
腐食ひび割れ

凍 害 凍結融解作用 凍害深さ、鋼材腐食量

化学的侵食 酸性物質
硫酸イオン

劣化因子の浸透深さ
中性化深さ、鋼材腐食量

アルカリシ
リカ反応

反応性骨材 膨張量、ひび割れ

床版の疲労 大型車交通量 ひび割れ密度、たわみ

はり部材の
疲労

繰り返し荷重 累積損傷度、鋼材の亀裂長

すり減り 摩耗 すり減り量、すり減り速度

２００７制定 コンクリート標準示方書【維持管理編】 より



19

① 目視調査
近接目視 遠望目視

② 品質試験
一軸圧縮試験 塩分量試験 残存膨張量試験
中性化試験 配合推定 引張強度試験 ほか

③ 非破壊調査（コンクリート）
テストハンマー試験 サーモグラフィーによる
浮き調査 自然電位法 超音波法 ＡＥ法 ほか

④ 非破壊試験（鋼構造）
浸透探傷試験 磁粉探傷試験 渦流探傷試験
板厚の測定 超音波探傷試験 打音検査 ほか

⑤ 載荷試験

■ 劣化要因・指標を判定するための調査

※ その他、多種多様の調査項目があり、土木工学の他に、化学や
地学など幅広い分野の知識が必要となる 20

（１）対象構造物に要求される性能を明確にする

（２）予定供用期間を通して構造物の性能を許容内に保持
するように維持管理計画を策定し、これに基づいた
構造物の診断、診断結果に基づいた対策の実施、さ
らにはそれらの記録を適切に行わなければならない

構造物の維持管理を体系的に行う場合、劣化予構造物の維持管理を体系的に行う場合、劣化予
測、評価および判定、対策のための劣化診断が非測、評価および判定、対策のための劣化診断が非
常に重要となる常に重要となる したがってしたがって劣化診断劣化診断には「劣化には「劣化
原因原因は何か」は何か」 「構造物の「構造物の性能は現在どのレベル性能は現在どのレベルにに
あるか」あるか」 「将来、構造物の「将来、構造物の性能はどのように低下性能はどのように低下
していくかしていくか」」 「現在あるいは将来、「現在あるいは将来、補修補修もしくはもしくは
補強が必要か補強が必要か」」 などの結果が求められるなどの結果が求められる

２００７制定 コンクリート標準示方書【維持管理編】 より

■ 劣化診断に求められるもの

７．劣化予測と診断

劣化要因が明確になると劣化予測と対策要否の診断を行う
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■ 劣化機構に合わせた対策方針と対策工法
対 策 工 法対 策 方 針劣 化 機 構

中性化

塩害

断面修復

ひび割れ補修工法

断面修復工法

・ひび割れ注入
・ひび割れ充填
・ひび割れ圧入

・無機系
・有機系
・シート系

化学的侵食

劣化因子の遮断
　・二酸化炭素
　・酸素
　・水
　・塩化物イオン

表面被覆工法

表面含浸工法

塩化物ｲｵﾝ除去

電位差抑制

材料特性の回復 再アルカリ化工法

 表面保護工法

断面修復

脱塩工法

電気防食工法

断面修復工法

ＡＳＲ 劣化因子の遮断
　・水
　・塩化物イオン

ひび割れ補修工法

橋面防水工法
伸縮装置取替工法

橋面防水工法
伸縮装置取替工法

　侵食防止
　　・腐食性ガス
　　・各種硫酸塩

表面被覆工法

表面含浸工法

 表面保護工法

・シラン系
・けい酸ﾅﾄﾘｳﾑ系
・けい酸ﾘﾁｳﾑ系

・無機系
・有機系
・シート系

・シラン系
・けい酸ﾅﾄﾘｳﾑ系
・けい酸ﾘﾁｳﾑ系

・電気化学的脱塩

劣化因子除去 打換え工法 ・物理的脱塩

断面修復 断面修復工法

断面修復 断面修復工法

橋梁コンクリート部材の点検・補修設計・施工の手引き（案）平成２４年３月より 22

（１）対策区分Ｃの補修に併せた対策区分Ｂの補修対策は？

・例えば、対策区分Ｃのために設置した足場内のＢ、

Ｃのために用意した作業車を用いてのB、足場を

要しないＢは補修工事を行う 径間別判断 など

（２）劣化機構、診断、対策工法を正しく判断できるか

・設計手法、材料、施工手法の歴史に準じた知識、

測定機器、調査、補修補強、新技術の知識が必要

（３）長寿命化、ライフサイクルコスト（LCC）、再発防

止対策をどこまで考慮し設計するか

・施工環境が厳しい箇所では再劣化防止に重点

・イニシャルコストとＬＬＣの判断

８．補修設計における課題
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（４）道路橋示方書は新設のためのもので補修のための基準

書が無い（いわゆる道路橋示方書 保全編 が無い）

・通達や参考図書に頼る そのため参考文献が多く

日々の技術研鑽、情報収集が必須となる

・文献によって基準が異なるものがあり、どちらを

優先するかの判断が必要で事前協議が必要

（５）補修材料の選定が高度な知識を要する場合がある

・例えば表面含浸工法の含浸材はシラン系、けい酸塩

系など種類が豊富で、環境やコンクリートの劣化状

況では適さない材料がある

（６）有識者の判断の要否

・劣化診断等で高度な経験や知識が必要となる場合、

有識者に判断を仰ぐ必要があるが、必要か否かの

判断が難しい

補修設計における課題 （続き）
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■ 補修設計の課題 参考資料 基準の変遷

基準書が判ればその橋梁の耐荷力、

耐震性能、弱い部位を探れる
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1865年（慶応01） セメント輸入はじまる
1896年（明治29） 日本でポルトランドセメント製造開始
1903年（明治36） 日本初のＲＣ橋梁が建設される
1913年（大正02） 日本で高炉セメント製造開始
1926年（昭和01） スランプコーン試験開始
1948年（昭和23） 日本でＡＥ剤導入される
1950年（昭和25） 海砂の使用がはじまる（1975年急増）
1957年（昭和32） 生コンクリート普及
1959年（昭和34） プレテンＰＣⅠスラブＪＩＳ制定
1960年（昭和35） プレテンＰＣＴ桁ＪＩＳ制定
1962年（昭和37） 高性能減水剤が発明される
1967年（昭和42） 膨張剤の販売はじまる
1969年（昭和44） 建設省ポステンＰＣＴ桁標準設計制定
1975年（昭和50） 流動化コンクリートが普及する
1975年（昭和50） プレテンＰＣホロー桁ＪＩＳ制定
1980年（昭和55） 塩害劣化が顕在化する
1983年（昭和58） アルカリ骨材反応が問題となる
1986年（昭和61） 道路公団がはじめてＰＲＣ橋を試験施工する
1987年（昭和62） 高性能ＡＥ減水剤が開発される

■ 補修設計の課題 参考資料 材料・技術の変遷
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■ レディミクストコンクリートは、昭和２４年に登場、
昭和２８年にＪＩＳに制定され、昭和４０年初頭までに工
場は全国で１０００を超える しかし、ＰＣについては、
配合が特殊であったために、施工場所によっては、昭和５
０年頃まで現場練りであった

■ レディミクストコンクリートは、昭和２４年に登場、
昭和２８年にＪＩＳに制定され、昭和４０年初頭までに工
場は全国で１０００を超える しかし、ＰＣについては、
配合が特殊であったために、施工場所によっては、昭和５
０年頃まで現場練りであった

■ コンクリートポンプが普及したのは昭和４０年頃、また
この年代から人力突固めから、バイブレータによる締固めへ
と移行した

■ コンクリートポンプが普及したのは昭和４０年頃、また
この年代から人力突固めから、バイブレータによる締固めへ
と移行した

■ スランプは当初３～６ｃｍ、昭和４０年代減水剤が普及
して８～１０ｃｍになり、さらに昭和５０年代に流動化剤の
普及によって１２ｃｍ～１５ｃｍも可能となった しかしポ
ンパビリティを良くするために単位水量が多くなることも
あった 実際に単位水量を増やさずに流動性やスランプ保持
性を高めることが出来るようになったのは、高性能ＡＥ減水
剤が普及する昭和６０年代である

■ スランプは当初３～６ｃｍ、昭和４０年代減水剤が普及
して８～１０ｃｍになり、さらに昭和５０年代に流動化剤の
普及によって１２ｃｍ～１５ｃｍも可能となった しかしポ
ンパビリティを良くするために単位水量が多くなることも
あった 実際に単位水量を増やさずに流動性やスランプ保持
性を高めることが出来るようになったのは、高性能ＡＥ減水
剤が普及する昭和６０年代である

■ 補修設計の課題 参考資料 施工の変遷
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■ ＡＳＲ品質試験のためのコア採取■ ＡＳＲ品質試験のためのコア採取
・ アルカリ骨材反応のコンクリートをコアで採取して

材料試験を実施すると圧縮強度やヤング係数は適正

な数値の半分程度しか確認できない場合がある

・ アルカリ骨材反応のコンクリートをコアで採取して

材料試験を実施すると圧縮強度やヤング係数は適正

な数値の半分程度しか確認できない場合がある

・ その結果からすぐさま補強や架け替えという判断を

するのは健全度を誤診する危険性がある 中には実

載荷試験で必要耐力の保有を実証できる場合もある

・ その結果からすぐさま補強や架け替えという判断を

するのは健全度を誤診する危険性がある 中には実

載荷試験で必要耐力の保有を実証できる場合もある

■ 補修設計の課題 参考資料 品質試験の留意点

■ 遅延膨張性骨材のＡＳＲ反応試験■ 遅延膨張性骨材のＡＳＲ反応試験

・ 隠微晶質石英等を含む骨材はアルカリ骨材の反応速

度が遅く化学法やＪＣＩ－ＤＤ２では検出が出来な

い可能性がある ＮａＯＨ溶液浸漬法（カナダ法）

が有効という資料もある

・ 隠微晶質石英等を含む骨材はアルカリ骨材の反応速

度が遅く化学法やＪＣＩ－ＤＤ２では検出が出来な

い可能性がある ＮａＯＨ溶液浸漬法（カナダ法）

が有効という資料もある
28

経年経年

健全度

T1 T2 T3

評価期間

T1 T2 T3

評価期間

予防保全

事後保全 予防保全

事後保全

コスト

許容値

ＬＣＣ（ライフサイクルコスト）を最小化するためには、早期に損傷
を発見し、小規模の補修作業を適切に繰返すことが肝要である しかし、
ＬＣＣが高くても施工環境が厳しい交通量の多い路線や跨線橋では再補
修をしなくて良い工法の検討も重要となる

■ 補修設計の課題 参考資料 ＬＣＣと社会環境
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■ 補修設計の課題

参考資料

統一基準書が無く、参考

図書が多い

参考図書別記載工法一覧

表を右に示す

橋梁コンクリート部材の点検・補修設計

計・施工の手引き（案）平成２４年３月

より

30

基準における補修および補強の定義の違い（例）

2007年制定コンクリート標準示方書
【維持管理編】，

(社)土木学会

コンクリートのひび割れ調査，補修・補
強指針-2009-，

(社)日本コンクリート工学会

補修

第三者への影響の除去あるいは，美観・
景観や耐久性の回復もしくは向上を目的
とした対策 ただし，建設時に構造物が
保有していた程度まで，安全性あるいは，
使用性のうち力学的な性能を回復させる
ための対策を含む

ひび割れの発生によって損なわれたコン
クリート部材（構造物）の使用性能，防
水性能など，構造安定性能（耐力など）
以外の性能低下を回復あるいは向上させ
る行為

補強

建設時に構造物が保有していたより高い
性能まで，安全性あるいは，使用性のう
ちの力学的な性能を向上させるための対
策

ひび割れの発生によって生じたコンク
リート部材（構造物）の構造安全性能
（耐力など）の低下を回復あるいは向上
させる行為

■ 補修設計の課題 参考資料
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※ 地方自治体で橋梁維持管理を行う際に、参考となる文献の紹介※ 地方自治体で橋梁維持管理を行う際に、参考となる文献の紹介

■ 補修設計の課題 参考資料 参考文献
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■ 進行する高齢化
２０２１年には全橋梁の約３割が橋齢５０年超と
予想される 鋼およびコンクリートの経年劣化、
損傷が多発する危険性が大きい

■ 要求性能の高度化
耐久性能の向上 （長寿命化）
耐震性能の向上 （地震対策）
最新基準への適応 （耐荷性能、疲労性能）
車両大型化への対応 （幅員の拡幅）

※ そこで耐久性能を長く確保するため適切な点検を
行い早期発見、早期補修を実現する必要がある

９．今後の橋梁維持管理に向けて
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点検・調査と診断を怠ると社会資本の延命化が出来
ないことはもとより、致命的な事故を引き起こす要因
を見過ごすことにもなる

有効且つ適切な維持管理を実施して行く為には、維
持管理に携わるものの全てが、抱えている課題を解決
し点検、調査、診断、補修技術を理解することが肝要
で、そのことが便利で安全で安心な社会資本を後世に
残していくことに繋がっていくと信じます

さいごに・・・
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ご静聴有難うございました

今後も産学官の力を合わせて
みんなに愛される社会資本を維持すべく

頑張って参りましょう


